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決算期（事業年度の末日）の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、2023 年４月 26 日開催の取締役会において、以下のとおり、決算期の変更及び定款の一

部変更について 2023 年６月 24 日開催予定の第 30 回定時株主総会に付議することを決議いたし

ましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．決算期（事業年度の末日）の変更の理由 

当社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月 31 日までの１年としておりますが、当

社の親会社等（※）である Megazone Cloud Corporation が 12 月決算であり、同社と決

算期の統一を図ることにより、決算・管理体制の強化・効率化を図ることを目的として、

当社の事業年度を毎年１月１日から 12 月 31 日までの１年に変更するものであります。

なお、決算期を毎年３月 31 日とする当社連結子会社につきましても、同様の変更を行う

予定であります。 

（※）「親会社等」とは、原則として、①親会社、②その他の関係会社及び③その他の関

係会社の親会社のことをいい、Megazone Cloud Corporation は、当社のその他の関係会

社に該当いたします。なお、同社は IFRS を採用しており、IFRS の適用において当社を子

会社としております。 

 

２．決算期変更の内容 

現 在 毎年３月31日 

変 更 後 毎年12月31日 

（注）決算期変更の経過期間となる第 31 期は、2023 年４月１日から 2023 年 12 月 31 日まで

の９か月決算となる予定です。 

  



３．定款の一部変更 

（１）定款変更の理由 

① 取締役の増員に関する事項 

今般の子会社の新規事業により事業範囲が拡大したことに伴い、一層の経営基盤の強

化・充実を図り、取締役会の独立性及び実効性の向上並びにコーポレートガバナンス体

制の強化を目的として取締役の増員が可能となるよう、現行定款第 19条（取締役の員数）

を 10 名以内から 12 名以内に変更するものであります。 

 

② 事業年度の変更に関する事項 

決算期（事業年度の末日）の変更に伴い、現行定款第 13 条（定時株主総会の基準日）、

第 44 条（事業年度）、第 45 条（剰余金の配当の基準日）及び第 46 条（中間配当）に所

要の変更を行うものであります。また、経過措置として新たに附則を設けることといた

します。 

 

（２）定款変更の内容 

変更内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します） 

現行定款 変更案 

株式会社ガーラ 定款 

 

（定時株主総会の基準日） 

第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基

準日は、毎年３月 31 日とする。 

 

（取締役の員数） 

第 19条 当会社の取締役は、10名以内とする。 

 

（事業年度） 

第 44 条 当会社の事業年度は、毎年４月１日

から翌年３月 31 日までの１年とす

る。 

 

（剰余金の配当の基準日） 

第 45 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年

３月 31 日とする。 

株式会社ガーラ 定款 

 

（定時株主総会の基準日） 

第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基

準日は、毎年 12 月 31 日とする。 

 

（取締役の員数） 

第 19条 当会社の取締役は、12名以内とする。 

 

（事業年度） 

第 44 条 当会社の事業年度は、毎年１月１日

から 12 月 31 日までの１年とする。 

 

 

（剰余金の配当の基準日） 

第 45 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年

12 月 31 日とする。 



２．前項のほか、基準日を定めて剰余金

の配当をすることができる。 

 

（中間配当） 

第 46 条 当会社は、取締役会の決議によって、

毎年９月 30 日を基準日として中間

配当をすることができる。 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

2023 年３月１日 改定 

 

２．前項のほか、基準日を定めて剰余金

の配当をすることができる。 

 

（中間配当） 

第 46 条 当会社は、取締役会の決議によって、

毎年６月 30 日を基準日として中間

配当をすることができる。 

 

（附則） 

（第 31 期事業年度に関する経過措置） 

第１条 第 44 条（事業年度）の定めにかかわ

らず、第 31 期の事業年度は 2023 年

４月１日から 2023年 12月 31日まで

の９か月間とする。なお、本条は、第

31 期事業年度終了後、これを削除す

る。 

第２条 第 45 条（中間配当金）の規定にかか

わらず、第 31 期事業年度は 2023 年

９月 30 日を中間配当基準日とする。

なお、本条は、第 31 期事業年度終了

後これを削除する。 

 

2023 年６月 24 日 改定 

 

 

４．日程 

・定款変更のための定時株主総会開催日：2023 年６月 24 日（土） 

・定款変更の効力発生日：2023 年６月 24 日（土） 

 

以上 


